
規則第29号

宇和島市民協働のまちづくり推進指針策定委員会規則を次のように制定する。

令和４年６月27日

宇和島市長 岡 原 文 彰

宇和島市民協働のまちづくり推進指針策定委員会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宇和島市民協働のまちづくり推進指針の策定に関し必要な事項を検討するため、宇和島市民協働のまちづくり推進指

針策定委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１） 宇和島市民協働のまちづくり推進指針の策定に関すること。

（２） 宇和島市民協働のまちづくり推進指針の策定にかかる調査及び研究に関すること。

（３） その他委員会の目的を達成するために必要な事項

（委員会の構成員）

第３条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

（１） 学識経験者、有識者等

（２） 地域活動団体等の代表者

（３） 市民ボランティア活動団体等の代表者

（４） その他市長が必要と認めた者

（任期）



第４条 委員の任期は、委嘱の日から第１条の規定による設置目的が達成されたときまでとする。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 前条に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存

在しないときの会議は、市長が召集する。

２ 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 委員長は、委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明その他の協力を求めることができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、協働のまちづくり推進を担当する課において処理する。

（その他）

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規則は、令和４年６月27日から施行する。


